
く別添1>
胆互茎冠見豆璽|

早期退職に係る募集実施要項

令 和 4年 5月 16日

総務大臣

今般、組織の年齢別人員構成を適正化し、組織の活性化を囮るごとを目的とし

て、次0)とおり早期退職希望者の募集（国家公務員退職手当法（昭和 28年法律

第 182号）第 8条の 2第 1項第 1号）を行う。

1. 募集の対象

総務省の地方支分部局に勤務する職員で総務大臣の任命に係る者（地方支分

部局の長を除く。）のうち、令和 4年 6月 15日現在で「50歳以士」のもの（注

1参照）

2. 募集人数

若干名

3. 募集の期間（約 10日間）

令和4年5月 16日（月）午前 10時から

令和 4年 5月 27日（金）午後 5時まで

※ 郵送の場合は、芽集の期間内に下記受付担当宛に必香0)こと 3

4. 退職すべき期間

令和 4年6月 15日（水）から令和 4年 7月 31日（日）まで

※ 認定後、上記期間内から退職すべき期 Eを定め、通知するc

※ 認定後に生じた事情により退職すべき期日に退職されると公務の能率的な連

涵の確保に若しい支障を及ぽすことになる場合には、その旨及びその理由を明示

し、職員本人の書面による同意を得た上で、公務の能率的運営を確保するために

必要な限度で当該期 Hを変更することがあり得る。
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5 応募の手続

① 応募をしようとする職員は、「応募申請壽」（別紙様式 1)に必要事項を記

入の上、募集の期間内に、郵送、手渡し、危子メールにより 下記受付担当宛

に提出する。

② 選定後、認定又は不認定の通知壽を交付する。

※応葬の受付後、概ね 2遥間以内に通知する千定

※不詔定になる場合は (it2)のとおり

③ 応募申請書の提出後、応募を取り下げたい場合には、「応募取下げ申請書」

（別紙様式2)を退職すべき期日の前日までに応募申請書と同様の方法で提

出するC

6. 退職手当の割増し

退職手当を算定する際に所定の割増し措置がある。

7. 本件に関する相談先（受付担当）

大臣官房秘書課人事第一係一課長補佐、一課長補佐、一係長

電話：

同人事第三係一課長補佐、一係長、一主査、一主査

電話：

（注 1)次の (1)から (4)までのいずれかに該当するI尉貝は応募をすることができな

しヽ゜
(1) 非常勤職員

(2) 臨時的任用職員、法律により任期を定めて任用される職員

(3) 募集崩間中に定年に迂する職員

(4)房集開始日において懲戒処分（ただし、故意又は重過失によらないで管理・監督

に係る械務を怠った場合における懲戒処分を除く。以下同じ。）を受けている者又

は募集期間内に懲戒処分を受けた者
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（注 2)応萎者が次の (l）から (4)までのいずれかに該当する楊合には、不認定とな

る。

（1) この募集実施要項に適合しない場合

(2)応袷後に、懲戒処分を受けた場合

(3)懲戒処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合

その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する国民の信頼を確保する上で

支院を牛ずると誇める場合

(4)引き続き職務に従事することが公務の能率的運笛を確保し、又は長期的な人亭脊

理を計画的に椎進するために特に必要であると認める均合
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早期退職に係る募集実施要項

令和 4年 5月 13日

総務大臣

今般、組織の年齢別人員構成を適正化し、組織の活性化を図ることを目的とし

て、次のとおり早期退職希望者の募集（国家公務員退職手当法（昭和28年法律

第 182号）第 8条の 2第 1項第 1号）を行う。

1. 募集の対象

総務省内部部局等の職員、地方支分部局の長及び総務大臣の任命に係る消防

庁の職員のうち、令和 4年 6月 15日現在で「45歳以上」のもの（注 1参照）

※ 総務省内部部局等とは、総務省本省の大臣官房、各局、政策統括官、サイバー

セキュリティ統括官、行政不服審査会事務局、情報公開・個人情報保護審査会事

務局、官民競争入札等監理委員会事務局｀電気通信紛争処理委員会事務局、政治

資金適正化委員会事務局及び施設等機関をいう。

2. 募集人数

若干名

3. 募集の期間（約 1_._5か月）

令和 4年 6月 15日（水）午前 10時から

令和 4年 7月 29日（金）午、後 5時まで

|※ 郵送の場合は、募集の期間内に下記受付担当宛に必着のこと 。

4. 退職すべき期間

令和 4年 6月 15日（水）から令和 4年 7月31日（日）まで

※ 認定後、上記期間内から退職すべき期日を定め、通知する。

※ 認定後に生じた事情により退職すべき期日に退職されると公務の能率的な運

営の確保に著しい支障を及ぽすことになる場合には、その旨及びその理由を明示

し職員本人の書面による同意を得た上で、公務の能率的運営を確保するために

必要な限度で当該期日を変更することがあり得る。
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5. 応褥の手統

① 応募をしようとする職員は、「応募申請書」（別紙様式 1)に必要事項を記

入の上、募集の期間内に、郵送、手渡し、電子メールにより下記受付担当宛

に提出する。

② 選定後、認定又は不認定の通知書を交付する。

※応募の受付後、概ね数遍間以内に通知する予定

※不認定になる場合は（注2)のとおり

③ 応募申請書の提出後、応募を取り下げたい場合には、「応募取下げ申請書」

（別紙様式 2)を退職すぺき期日の前日までに応募申請書と同様の方法で提

出する。

6. 退職手当の割増し

退職手当を算定する際に所定の割増し措置がある。

7 本件に関する相談先（受付担当）

大臣官房秘書課人事第一係一課長補佐、 11111課長補佐、一1系長

電話:.....  

E~·MAIL: 

同 人事第二係 1111課長補佐、 1111係長

電話：

同 人事第三係一課長補佐‘ ..  l係長、．． l主査、．． l主査

電話：一
E-MAIL : 

（注 1)次の(,)から (4)までのいずれかに該当する職員は応募をすることができな

い。

(1)非常勤職員

(2)臨時的任用職員、法律により任期を定めて任用される職員

(3)募集期間中に定年に違する職員

(4)募集開始日において懲戒処分（ただし、故意又は重過失によらないで管理・監督

に係る職務を怠った湯合における懲戒処分を除く。以下同じ。）を受けている者又

は募集期間内に懲戒処分を受けた者
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（注2)応募者が次の (1)から (4)までのいずれかに該当する場合には、不認定とな

る。

(1) この募集実施要項に適合しない場合

(2)応募後に、懲戒処分を受けた場合

(3)懲戒処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合

その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する国民の信頼を確保する上で

支障を生ずると認める場合

(4)引き続き職務に従事することが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管

理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
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早期退職に係る募集実施要項

令和 4年 7月 26日

総務大臣

今般、組織の年齢別人員構成を適正化し、組織の活性化を図る ことを山的とし

て、次のとおり早期退職希望者の募集（国家公務員退職手当法（昭和 28年法律

第 182号）第 8条の 2第 1項第 1号）を行う 。

7. 募集の対象

総務省内部部局等の職員、地方支分部局の長及び総務大臣の任命に係る消防

庁の職員のうち、令和 4年 8月 5日現在で「45歳以上」のもの （注 l参照）

※ 総務省内部部局等とは、総務省木省の大臣官房、各局、政策絞括官、サイバー

セキュリティ統括官、行政不服審査会ギ務局、惜報公問・佃人情報保護審鉦会字

務局、官民般争入札等監理委員会事務局、電気通信紛争処理委員会事務局、政治

笠金適正化委員会事務局及び施設等機閲をいう。

2 募集人数

若干名

3. 募集の期間（約 1か月）

令和 4年 8月 5日（金）午前 10時から

令和 4年 8月 31日（水）午後 5時まで

※ 郵送の楊合は、募集の期間内に下記受付担当廷に必溢0)こと 3

4.退職すべき期間

令和 4年 8月 5日（金）から令和 4年9月 5日（月）まで

※ 認定後、上記期閤内から退職すべき期 Hを定め、通知するC

※ 認定後に生じたギ伯により退職すべき期日に退職されると公務の能率的な運

営の確保に著しい支院を及ぼすことになる場合には、その旨及びその理由を明示

し、職員木人の丑面による同意を得た上で、公務の能率的運営を確保するために

必要な限度で当該期 Hを変更する ことがあり待る。
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5. 応募の手続

① 応募をしようとする職貝は、「応募申諸書」（別紙様式 1)に必要事項を記

入の上、募集の期間内に、郵送、手渡し、電子メールにより下記受付担当宛

に提出する。

② 選定後、認定又は不認定の通知書を交付する。

※応募の受付後、概ね数週間以内に通知する千定

※不認定になる場合は（注2) のとおり

③ 応募申請書の提出後、応募を取り下げたい場合には、「応募取下げ申請書」

（別紙様式2)を退職すべき期日の前日までに応募申請書と同捺の方法で提

出するC

6. 退職手当の割増し

退職手当を算定する際に所定の割増し措置がある。

7. 本件に関する相談先（受付担当）

大臣官房秘書課人事第一係 1111課長補佐、一課長補佐、・■l係長

電話：

同 人事第二係 ■■l課長補佐、 ■■係長

電話：

同人事第三係一課長補佐、・■l係長‘..主査‘..主査

電話：

（注 1)次の (1)から (4) までのいずれかに該当する職貝は応募をすることができな

し‘

(1) 非常勤職員

(2) 臨時的任用職員、法存により任期を定めて任用される職員

(3)蒻集期間中に定年に達する職員

(4)募集開始日において懲戒処分（ただし、故意又は重過失によらないで管理・監督

に係る職務を怠った楊合における懲戒処分を除く。以下同じ。）を受けている者又

は券集の期間内に懲成処分を受けた者



1本省内部部局等刑

（注 2)、応募者が次の (1)から (4)までのいずれかに該当する場合には、不認定とな

るn

(1) この券集実施要項に適合しない場合

(2)応募後に、懲戒処分を受けた場合

（3)懲戒処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りろ相当な理由がある場合

その他応窮者に対し認定を行うことが公務に対する国民の信粕を確保する卜で

支樟を生ずると認める場合

(4)引き続ぎ職務に従出することが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管

理を計囲的に推進するために特に必要であると認める場合
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早期退職に係る募集実施要項

令 和 4 年 9月 6 日

北海 道総 合通 信局 長

今般、組織の年齢別人員構成を適正化し、組織の活性化を図ることを目的とし

て、次のと おり早期退職希望者の幕集（国家公務員退職手当法（昭和 28年法律

第 182号）第 8条の 2第 1項第 1号）を行う。

1. 募集の対象

北海道総合通信局に勤務する職員で北海道総合通信局長の任命に係る者のう

ち、令和 4年 9月 20S現在で「50歳以上」のもの（注 1参照）

2．募集人数

若干名

3. 募集の期間（約 3週間）

令和4年 9月20日（火）午前 10時から

令和 4年 10月 14日（金）午後 0時まで

※ 郵送の場合は、募集の期間内にド記受付担当宛に必着のこと c

4 退職すべき期間

令和4年 9月 20E （火）から令和 4年 10月 16日 (E) まで

※ 認定後、上記期間内から退詭すぺき期日を定め、通知するC

※ 認定後に生じた事情により退職すべき期 Hに退職されると公務0)能率的な運

営の確保に著しい支障を及ぼすことになる場合には、その旨及びその理由を明示

し、職員本人の苫而による同意を得た上で、公務の能率的運営を確保するために

必要な限度で当該期日を変更することがあり得る。

5. 応募の手続

① 応募をしようとする職員は、「応募申諸書」（別紙様式 1)に必要事項を記

入の上、募集の期間内に、郵送、手渡し、電子メールにより下記受付担当宛

に提出する。
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② 選定後、認定又は不認定の通知吉を交付する。

※応募の受付後、概ね 2週間以内に通知する了定

※不沼定になる場合は（注 2) のとおり

③ 応募申請書の提出後、応募を取り下げたい場合には、「応募取下げ申請書」

（別紙裸式 2)を退職すべき期日の前日までに応募申諸菩と同楳の方法で提

出する。

6 退職手当の割増し

退職手当を算定する際に所定の割増し措置があるが、国家公務員退職手当法

第 5条の 3及び国家公務員退職手当法施行令第 5条の 3第 1項第 2号の規定

により、定年に逹する日 (60歳誕生日の前日）から 6ヶ月前までに退職しな

ければ、退職手当の割増しは無い。

7. 本件に関する相談先（受付担当）

北海道総合通信局総務部総務課長 ＿ ＿ 
電話：■■■■l
E-MAIL : 

（注 1)次の (1)かち (4)までのいずれかに該当する識貝は応性をすることができな

し＼

゜
(1) 非常勤職員

(2) 臨時的任用識旦、法律によりに期を定めて任用される職員

(3)寡集期間中に定年に土する職貝

(4)募集開始日において懲戒処分（ただし、故意又は菫過失によらないで管理・監苔

に係る職務を怠った塩合における懲戒処分を除く C 以下同じc) を受けている者又

は募芙期間内に懲戒処分を受げた者

（注 2)応莫者が次の (l)から (4) まで0)いずれかに該当する場合には、不認定とな

る。

(1) この募集実血要項に適合しない場合

(2)応募後に、懲戒処分を受けた場合

(3)懲戒処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある瑞合

その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する同民の信頼を確保する上で

支障を牛ずると認める場合

(4)引き続き臓務に従字することが公務の能率的運常を紺保し、又は長期的な人亭管

碑を計画的に推進するために特に必投であると招める場合
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早期退職に係る募集実施要項

令和 4年 9月 1 日

胡東総合通信局長

今般、組織の年齢別人員措成を適正化し、組織の活性化を図ることを目的と

して、次のとおり早期退職希望者の募集（国家公務員退職手当法（昭和28年法

律第182号）第 8条の 2第 1項第 1号）を行う。

1. 募集の対象

関東総合通信局に勤務する職員で関東総合通信局長の任命に係る者のうち、

令和 4年 9月20日現在で「50歳以上」のもの（注 1参照）

I
・
 2. 募集人数

若干名

3. 募集の期間（約3週間）

令和 4年 9月20日（火）午前10時から

令和 4年10月14日（金）正午まで

※ 郵送の場合は、募集の期間内に下記受付担当宛に必渚のこと。

4. 退職すべき期間

令和 4年 9月20日（火）から令和 4年10月16日（日）まで

※ 認定後、 上記期間内から退職すべき期 Hを定め、通知する。

※ 認定後に生じた市情により退職すべき期日に退職されると公務の能率的な運滋

の確保に著しい支障を及ぽすことになる場合には、その旨及びその理由を明示し、

職員本人の苔面による同意を得た上で、公務0)能率的運営を確保するために必要な

限度で当該期日を変更することがあり得る。

5. 応募の手続

① 応募をしようとする職員は、「応募申請書」（別紙様式 1)に必要車項を記

入の上、募集の期間内に、郵送、手渡し、電子メールにより下記受付担当宛

に提出する。



② 選定後、認定又は不認定の通知書を交付する。

※応券の受付後、概ね2週間以内に通知する予定

※不認定になる楊合は（注 2) のとおり

③ 応募申請書の提出後、応募を取り下げたい場合には、「応募取下げ申合肯音」

（別祇様式 2)を退織ナベき期日の前日までに応募申i育呂と同裸の方法で提

出する。

6 退職手当の割増し

退職手当を算定する際に所定の割培し措置があるが、国家公務員退職手当法

第 5条の 3及び国家公務員退職・T-当法施行令第 5条の 3第 1項第 2号の規定に

より、定年に逹する日 (60歳誕生日の前日）から 6ヶ月前までに退職しなけれ

ば、退職手当の割増しは無い。

7. 本件に関する相談先（受付担当）

閥東総合通信局総務部総務課 •••、一
電話：

（注 l) 次の (1) から (4) までのいずれかに該当する職貝は応烹をすることができ

なし‘。

(1)井常勁騒貝

(2) 甜時的任用屈目、法律により任期を定めて任用される識員

(3) 烹菜期問中に定年に溢する職貝

(4)募集開始Eにおいて懲戒処分（ただし、故意又は孟過失によらないで管理・監

醤に係る職務を怠った場合における懲I戌処分を除く。以下同じ。）を受けている者

又は募集期朋内に懲戒処分を受けた者

（注 2)応募者が次の（ 1) から (4) までのいずれかに該当する場合には、不認定と

なる。

(1) この募集実施要項に適合しない塩合

(2) 応募後に、懲戒処分を受けた場合

(3) 懲戒処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理出がある垢合

その他応募名に対し詔定を行うことが公務に対する国民の信頼を確保する上で

文瞬を生ずると認める場合

(4) 引き続き監務に従中することが公務の能率的連営を確保し、又は長期的な人中・

管理を言十1曲的に推進するために特に必要であると詔める楊合



く別添6>

早期退職に係る募集実施要項

令和， 4年 9月 1 日

近畿総合通信局長

今般、組織の年齢別人員構成を適正化し、組織の活性化を図ることを目的とし

て、次のとおり早期退職希望者の募集（国家公務員退職手当法（昭和 28年法律

第 182号）第 8条の 2第 1項第 1号）を行う。

1. 募集の対象

近畿総合通信局に勤務する職員で近畿総合通信局長の任命に係る者のうち、

令和 4年 9月 1日現在で「50歳以上」のもの（注 1参照）

2. 募集人数

若干名

a.募集の期間（約 5週間）

令和 4年 9月 5日（月）午前 10時から

令和 4年 10月 14日（金）午後 5時まで

※ 郵送の場合は、募集の期間内に下記受付担当宛に必沼のこと C

4 退職すべき期間

令和 4年 9月 5日（月）から令和 4年 10月 16E （日）まで

※ 認定後、上記期間内から退職すべき期日を＇疋め、通知する n

※ 認定後に生 じた事情により退載すべき期日に退障されると公務の能率的な運

営の確保に苦しい支|立を及ぽすことになる場合には、その旨及びその理由を明示

し、職員本人の書面による同意を得た上で、公務の能率的運営を確保するために

必要な限度で当該期日を変更することがあり得る。

5 応募の手続

① 応募をしようとする職員は、「応募申請書」（別紙様式 1)に必要事項を記

入の上、募集の期間内に、郵送、手渡し、電子メールにより下記受付担当宛

に提出する。
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② 選定後、認定又は不認定の通知書を交付する、

※応募の受付後、概ね2週間以内に通知する予定

※不認定になる湯合は（注2) のとおり

③ 応募申請書の提出後、応募を取り下げたい場合には、「応募取下げ申請書J

（別紙様式2)を退職すべき期日の前日までに応募申請書と同様の方法で提

出する。

6 退職手当の割増し

退職手当を算定する際に所定の割増し措置がある．J

7．本件に関する相談先（受付担当）

近畿総合通信局総務部総務課 1111課長、●補佐、 1111係長

電話：

（注 1)次の (1)から (4)までのいずれかに該当する職員は応募をすることができな

1,ヽ

゜
(1)非常勤職員

(2)臨時的任用職員、法律により任期を定めて任用される職員

(3)募集期間中に定年に達する職員

(4)募集開始日において懲戒処分（ただし、故意又は重過失によらないで管理・監督

に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。以下同じ。）を受けている者又

は募集期間内に懲戒処分を受けた者

（注2)応募者が次の (1)から (4)までのいずれかに該当する場合には、不認定とな

る。

(1) この募集実施要項に適合しない場合

(2)応募後に、懲戒処分を受けた場合

（3)懲戒処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合

その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する国民の信頼を確保する上で

支障を生ずると認める場合

(4)引き続き職務に従事することが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管

理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合



杯省内部部局等用I く別添7>

早期退職に係る募集実施要項

令和 4年9月 1日

総務大臣

今般、組織の年齢別人貝構成を適正化し、組織の活性化を図ることを目的とし

て、次のとおり早期退職希望者の募集（国家公務員退職手当法（昭和 28年法律

第 182号）第 8条の 2第 1項第 1号）を行う。

1. 募集の対象

総務省内部部局等の職員、地方支分部局の長及び総務大臣の任命に係る消防

庁の職員のうち、令和 4年 9月 26日現在で「45歳以上」のもの （注 1参照）

※ 総務省内部部局等とは、総務省本省の大臣官房、各局、政策統括官、サイバー

セキュリティ統括官、行政不服審査会事務局、情報公開・個人情報保護審査会字

務局、官民競争入札等監碑委員会事務局、電気通信紛争処理委貝会事務局、政治

究金適．iE化委員会事務局及び施設等機関をいう。

2. 募集人数

若干名

3 募集の期間（約 1か月）

令和 4年 9月 26日（月）午前 10時から

令和 4年 11月4日（金）午後 0時まで

※ 郵送の場合は、募集の期間内に下記受付担当宛に必渚のこと。

4. 退職すべき期間

令和 4年 9月 30日（金）から令和 4年 11月 6日（日）まで

※ 認定後、上記期間内から退職すべき期日を定め、通知する。

※ 認定後に生じた事情により退聴すべき期日に退職されると公務の能率的な運

営の確保に著しい文障を及ぽすことになる場合には、その后及びその理由を明ホ

し、職員本人の書面による同意を得た上で、公務の能率的運営を確保するために

必要な限度で当該期日を変更することがあり得る。
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5 応募の手続

① 応募をしようとする職員ば「応募申請書」（別紙様式 1)に必要宰項を記

入の上、募集の期間内に、郵送、手渡し、電子メールにより下記受付担当宛

に提出するっ

② 選定後、認定又は不認定の通知合を交付する，9

※応募の受付後、概ね数週間以内に通知する予定

※不認定になる楊合は（注 2) のとおり

③ 応募申請書の提出後、応募を取り下げたい場合には、「応募取下げ中請吾」

（別紙様式 2)を退職すべき期日の前 Hまでに応募申請菩と同様の方法で提

出する。

6. 退職手当の割増し

退職手当を算定する際に所定の割増し措置があるが、国家公務員退職手当法

第 5条の 3及び国家公務員退職手当法施行令第 5条の 3第 1項第 2号の規定

により、定年に達する日 (60歳誕生日の前日）から 6ヶ月前までに退職しなけ

れば、退職手当の割増しは無い。

7 本件に関する相談先（受付担当）

大臣官房秘書課人事第••屯名一課長補佐、一課長補佐、一係長

電話：

同人亭第二係一課長補佐、一係長

電話：一

E-MAIL : 

同人亭 第 三 係 一 課 長 補 佐、一係長、一主査、 1111主査

電話：一

E-~iAIL : 

（注 1)次の (1)から (4)までのいずれかに［亥当する職貝は応募をすることができな

し‘

(1)非常勤職貝

(2) 臨時的任用職員、法律により任期を定めて任用される職貝

(3)募集期間中に定年に達する職貝

(4)募築開始口において懲戒処分（ただし、故忘又は重過失によらないで怜理・監菩
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に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く 。以ド同じ。）を受けている者又

は勢集剃問内に懲戒処分を受けた者

（注 2)応募者が次の(])から (4)までのいずれかに該当する場合には、不認定とな

る。

(1) この発束実施要項に適合しない場合

(2)応募後に、懲戒処分を受けた場合

(3)懲戒処分を受けるべき行為をしたことを疑 うに足りる相当な理由がある場合

その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する国民の信頼を碇保する上で

支監を生ずると認める場合

(4)引き続き職務に従事することが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人亭管

理を計画的に推進するために特に必要であると認める塩合



佃方支分部局剖 く別添8>

早期退職に係る募集実施要項

令和 5年 2月 1日

総務大臣

今般、組織の年齢別人員楢成を適正化し、組織の活性化を図ることを目的と

して、次のとおり早期退職希望者の募集（国家公務員退職手当法（昭和 28年法

律第 182号）第 8条の 2第 1項第 1号）を行う。

,.募集の対象

総務省の地方支分部局に励務ずる職員で硲務大臣の任命に係る者（地方支分

部局の長を除く。）のうち、令和 5年 3月 31日現在で「50歳以上」のもの（注

1参照）

2. 募集人数

若干名

3. 募集の期間

令和 5年 2月7日（火）午前 10時から

令和 5年 2月 17日（金）午後 5時まで

※ 郵送の場合は、募案の期閣内に下記受付担当宛に必着のこと。

4. 退職すべき期日

令和 5年 3月31日（金）

※ 認定後に生じた本情により退戦すべき期 Hに退職されると公務0)能率的な運蕊

の確保に著しい支障を及ぼすことになる場合には、その旨及びその理庄を明示し、

職貝本人の円血による同意を得た上で、公務0)能率的運堂を確保するために必要な

限度で当該期口を変更することがあり得るn

．
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5. 応募の手続

① 応募をしようとする職貝は、「応寡申請記（別紙様式1)に必要お項を記

入の上、募集の期間内に、郵送、手渡し、寇手メールにより下記受付担当宛

に提出する。

② 選定後、認定又は不認定の過知吾を交付-ヤる4

※応諄の受付役慨ね2週間以内に通知する予定

※不認定になる場合は（注2) のとおり

③ 応募申請書の提出後、応募を取り下げたい場合には、「応券取下げ申請書」

（別紙様式2)を退職すべき期日(/)前日までに応募申請書と同様の方法で提

出する。

6. 退職手当の割増し

退職手当を算定する際に所定の割増し措置がある。

7. 本件に関する相談先（受付担当）

大臣官房秘書課人事第一係一課長補佐、..課長補佐‘..係長

電話：

E-いII

同 人希第二ほt-課長補佐‘..係長

電話：

（注 1)次の (1)から (4) までのいずれかに該当する職員は応募をすることができ

ない。

(l)非常勤職員

(2)臨時的任用職員、法律により任期を定めて任用される職員

(3)退職すべき期日までに定年に達する識員

(4)募集開始日において懲戒処分（ただし、故意又は重過失によらないで管理・監

督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。以下同じ。）を受けている者

又は募集の期間内に懲戒処分を受けた者

（注2)応募者が次の (1)から (4)までのいずれかに該当する場合には、不認定と

なる。
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(1) この募集実施要項に適合しない楊合

(2)応募後に、懲戒処分を受けた場合

(3)懲戒処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合

その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する国民の伝頼を確保する上で

支障を生ずると認める易合

(4) 引き続き職務に従事することが公務の能率的運涵を確保し、又は長期的な人事

管理を計画的に推進するために特に必裳であると言忍める場合



椴合通信局等用I く別添9>

早期退職に係る募集実施要項

令和 5 年 2 月 6 日

北 海道 総合 通信 局長

今般、組織の年齢別人員構成を適正化し、組歳の活性化を因ることを目的と

して、次のとおり早期退職希望者の募集（国家公務員退職手当法（昭和 28年法

律第 182号）第8条の 2第 1項第 1号）を行う。

1. 募集の対象

北海道総合通信局に勤務する職員で北海道総合通信局長の任命に係る者のう

ち、令和 5年 3月 31日現在で「50歳以上Jのもの（注 1参照）

2. 募集人数

若干名

3. 募集の期間

令和 5年 2月 7日（火）午酌 10時から

令和 5年 2月 17日（金）午後 5時まで

※ 郵送の場合は、券集の期間内に下記受付担当宛に必醤のこと。

4. 退職すべき期日

令和 5年 3月 31日（金）
1 . 

※ 認定後に生じた亨情により退職すべき期日に退肱されると公務の能率的な運営

の確保に著しい支障を及ぼすことになる場合には、その旨及びその理由を明示し、

識員本人の苔面による同意を得た上で、公務の能率的運営を確保するために必要な

限度で当該期口を変更することがあり毎るc

5. 応募の手続

① 応募をしようとする職員は、「応募申請書」（別紙様式 1)に必要事項を記

入の上、募集の期間内に、郵送、手渡し、電子メールにより下記受付担当宛

に提出する。

② 選定後、認定又は不認定の通知書を交付する。



総合通信局等用I

※応募の受利後、概ね2週間以内に通知する予定

※不詫定になる場合は（注2) のとおり

③ 応募申請菩の提出後、応募を取り下げたい場合にぱ、「応募取下げ申請書」

（別紙様式 2)を退職すべき期日の前日までに応募申請書と同様の方法で提

出する。

6 退職手当の割増し

退職手当を算定する際に所定の割増し措置がある。

7. 本件に関する相談先（受付担当）

北海道総合通信局総務部総務課長 ■■l ■■l 
電話：

（注 1) 次の (l)から （4) までのいずれかに該当する職員ぱ応募をすることができ

ない。

(1)非常勤職貝

(2)臨時的任用腕貞、法律により任期を定めて11:用される森貝

(3)辿職すべき期日までに定午に心する職貝

(4) 募集開始日において懲戒処分（ただし、故意又は重過失によらないで管理・監

哲に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。以下1百且ら）を受けている者

又は券集の期間内に懲戒処分を受けた者

（注2)応募者が次の (1)から (4) までのいずれかに該当する場合には、不認定と

なる。

(1) この芸集実施要項に適合しない場合

(2)応募後に、懲戒処分を受けた場合

(3)懲戒処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な埋由がある楊合

その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する国民の信頼を確保する上で

支障を生ずると認める楊合

(4) 引き続き職務に従字することが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人半

管浬を計画的に推進するために特に必娑であると認める場合



l総合通信局等荊 く別添10>

早期退職に係る募集実施要項

令和 5年 2月 6 日

東北総合通信局長

今般、組織の年齢別人員樺成を適正化し、組織の活性化を図ることを目的と

して、次のとおり早期退職希望者の募集（国家公務員退職手当法（昭和 28年法

律第 182号）第 8条の 2第 1項第 1号）を行う n

1，募集の対象

東北総合通信局に勤務する職員で東北総合通信局長の任命に係る者のうち、

令和 5年 3月 31B現在で「5・0歳以上」のもの（注 1参照）

2. 募集人数

若干名

3. 募集の期間

令和 5年 2月 7日（火）午前 10時から

令和 5年 2月 17日（金）午後 5時まで

※ 郵送の湯合は、募集の期間内に下記受付担当宛に必溢のこと。

4. 退職すべき期日

令和 5年 3月 31日（金）

※ 認定後に生じた事情により退職すべき期日に退職されると公務の能半的な運営

の確保に沿しい支膵を及ぽすことになる場合には、その旨及びその理山を明示し、

職員本人の書面による同意を得た1-＿で、公務の能率的運営を確保するために必要な

限度で当該期日を変更することがあり得るc

5. 応募の手続

① 応募をしようとする職員は、「応募申詰書」（別紙様式 1)に必要事項を記

入の上、募集の期間内に、郵送、手渡し、電子メールにより下記受付担当宛

に提出する。

② 選定後、認定又は不認定の通知書を交付する。
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※応券の受付後、概ね2辿間以内に通知する予定

※ィ浮認定になる場合は（注． 2) のとおり

③ 応募中諸審の提出後、応募を取り下げたい場合には、「応募取下げ申請書」

（別紙様式 2)を退職すべき期日の前日までに応募申請書と同様の方法で提

出する，9

6 退職手当の割増し

退戦平当を算定する際に所定の害IJ増し措置がある。

7. 本件に関する相談先（受付担当）

東北総合通信局総務部総務課人亭係 一、■
電話：

E—畢IL:． 
（注 1)次の (l) から（4) までのいずれかに該当する職員は応務をすることができ

ない。

(1)芽常勁職貝

(2) 臨時的任用職貝、法律により任期を定めて11用される職貝

(3) 退職すべき期口までに定年に逹する職員

(4) 雰集開始Hにおいて懲戒処分（ただし、故意又は立過失によらないで管理・監

督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。以下同じ。）を受けている者

又は社栗の期間内に懲）戊処分を受けた者

（注 2)応募者が次の (l) から (4) までのいずれかに該当する場合には、不認定と

なる，

(1) こ0)寡集実施要項に適合しない場合

(2)応募後に、懲戒処分を受けた場合

(3)懲戒処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理巾がある塩合

その他応雰者に対し認定を行うことが公務に対する国民の信頼を確保する上で

文雌を生ずると認める場合

(4) 引き続き軸務に従亭することが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人挙

竹鯉を計面的に推進するために特に必要であると認める瑞合
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‘-• 

早期退職に係る募集実施要項

令和 5年 2月 1 日

関 東 総 合 通 信 局 長

今般、組織の年齢別人員楕成を適正化し、組織の活性化を図る ことを目的と

して、次のとおり早期退職希望者の募集（国家公務員退職手当法（昭和 28年法

律第 182号）第 8条の 2第 1項第 1号）を行う。

1. 募集の対象

関東総合通信局に勤務する職員で関東総合通信局長の任命に係る者のうち、

＇‘, 令和 5年 3月 31日現在で「50歳以上」のもの（注 1参照）

2. 募集人数

若干名

3 募集の期間

令和 5年 2月 7日（火）午前 10時から

令和 5年 2月 17日（金）午後 5時まで

※ 邸送の場合は、募集の期間内に下記受付担当宛に必若のこと。

4. 退職すべき期日

令和 5年 3月31日（金）

※ 認定後に生じた事情により退職すべき期日に退職されると公務の能率的な運営

の確保に著しい支障を及ぼすことになる場合には、その旨及びその理由を明示し、

職員本人の碍面による同意を得た卜で、公務の能率的運営を確保するために必要な

限度で当該期日を変更することがあり得る。

5 応募の手続

① 応募をしようとする職員は、「応募申請書」（別紙様式 1)に必要事項を記

入の上、募集の期間内に、郵送、手渡し、電子メールにより下記受付担当宛

に提出する。

② 選定後、認定又は不認定の通知書を交付する。



※応募の受付後、概ね 2週問以内に通知する予定

※不認定になる場合は（注2) のとおり

③ 応募申請書の提出後、応募を取り下げたい場合には、「応募取下げ申諸言」

（別紙喋式2)を退職すべき朔日の前日までに応募申請吉と同様の方法で提

出する。

6. 退職手当の割増し

退職手当を算定する際に所定の割増し措醤がある。

7. 本件に関する相談先（受付担当）

関東総合通信局総務部総務課 1111、一
電話：

（注 1) 次の (1) から (4) までのいずれかに該当する職員は応藤をすろことができ

ない。

(1)非常勤職員

(2)臨時的任用職貝、法律により任期を定めて任用される職員

（3)退磁すべき期 Hまでに定年に達する職員

(4.)募集朋始日において懲戒処分（ただし、故意又は重過失によらないで菅理・監

督に係る職務を怠った場合におげる懲戒処分を除く。以下同じ』を受けている者

又は募集の期間内に懲戒処分を受けた者

（注 2)応募呑が次の (1) から (4) までのいずれかに該当する場合には、不認定と

なる。

(1)この募集実施要項に適合しない楊合

(2)応募後に、懲戒処分を受けた場合

(3)懲成処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由があろ場合

その他）心募者に対し認定を行うことが公務に対する国民の信頓を確保する上で

支障を生ずると招める場合

(4) 引き続き職務に従亭することが公務の能率的運宮を確保し、又は長期的な人事

管理を計画的に椎進するために特に必要であると認める均合
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早期退職に係る募集実施要項

令和 5年 2月 1 日

近畿総合通信局長

今般、組織の年齢別人員構成を適正化し、組織の活性化を図ることを目的と

して、次のとおり早期退職希望者の募集（国家公務員退職手当法（昭和 28年法

律第 182号）第 8条の 2第 1項第 1号）を行う。

1. 募集の対象

近畿総合通信局に勤務する職員で近畿総合通信局長の任命に係る者のうち、

令和 5年 3月 31日現在で「50歳以上」のもの （注 1参照）

2. 募集人数

若干名

3. 募集の期間

令和 5年2月 7日（火）午前 10時から

令和 5年 2月 17日（金）午後 5時まで

※ 郵送の場合は、募集の期間内に下記受付担当宛に必若のこと c

4. 退職すべき期日

令和 5年 3月31日（金）

※ 認定後に牛じた事』「＃により退馘すべき期日に退職されると公務の能率的な運営

の確保に著しい支院を及ぼすことになる場合には、その旨及びその理山を明示し、

職員本人の書面による同意を得た上で、公務の能率的運営を確保するために必要な

限度で当該期ドを変更することがあり得る。

5 応募の手続

① 応募をしようとする職員は、「応募申請書」（別紙様式 1)に必要事項を記

入の上、募集の期間内に、郵送、手渡し、電子メールにより下記受付担当宛

に提出する n

② 選定後、認定又は不認定の通知書を交付する。
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※応募0)受付後、概ね 2遥閲以内に通知する予定

※不認定になる場合は（注 2) のとおり

③ 応券中諸書の提出後、応募を取り下げたい場合には、「応募取下げ申請香J

（別紙様式 2)を退職すべき期日の前日までに応募申請書と同様の方法で提

出する。

6. 退職手当の割増し

退職手当を算定する際に所定の割増し措置がある。

7. 本件に関する相談先（受付担当）

近畿総合通信局総務部総務課長一

電話：

（注 1) 次の (1) から (4) までのいずれかに該当する識員は応みをすることができ

なし‘。

(1)非常勤職貝

（2) 臨時的任用職貝、法律により任期を定めて任用される職員

(3) 退職すべき期日までに定年に達する識呉

( 4) 莫集閣始 EI•こおいて懲戒処分（ただし、故意又は菫過失によらないで管理・監

督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。以下同じC) を受けている者

又は募集の期問内に懲戒処分を受けた者

（注2)応券者が次の (1) から (4) までのいずれかに該当する場合には、不認定と

なる。

(1) この募集実施要項に適合しない場合

(2)応勢後に、懲成処分を受けた場合

(3) 懲成処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合

その他応募者に対し認定を特うことが公務に対する国民の信頼を確保する上で

支隣を生ずると認める楊合

(4) 引き続き識務に従虫することが公務の能率的運蛍を確保し、又は長期的な人挙

管理を計画的に推進するために特に必要であると囲める場合
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早期退職に係る募集実施要項

令和 5年 2月 1 日

四国総合通信局長

今般、組織の年齢別人員構成を適正化し、組織の活性化を図ることを目的と

して、次のとおり早期退職希望者の募集（国家公務員退職手当法（昭和 28年法

律第 182号）第 8条の 2第 1項第 1号）を行う。

1. 募集の対象

四国総合通信局に勤務する職員で四国総合通信局長の任命に係る者のうち、

令和 5年 3月 31日現在で「50歳以上」のもの（汀 1参照）

2. 募集人数

若干名

3. 募集の期間

令和 5年 2月 7日（火）午前 10時から

令和 5年 2月 17日（金）午後 5時まで

※ 郵送の場合は、募集の期間内に下記受付担当宛に必活のこと。

4. 退職すべき期日

令和 5年 3月31日（金）

※ 認定後に生じた事情により退職すべき期日に退職されると公務の能率的な運営

の確保に著しい支障を及ぼすことになる場合には、その旨及びその理由を明示し、

職艮本人の笞由による同意を祷た上で、公務0)能率的運営を確保するために必要な

限度で当該期日を変更することがあり得る。

5 応募の手続

① 応募をしようとする職員は、「応募申請書」（別紙様式 1)に必要事項を記

入の上、募集の期間内に、郵送、手渡し、電子メールにより下記受付担当宛

に提出する。

② 選定後、認定又は不認定の通知書を交付する。



※応究の受1寸後、概ね 2週間以内に通知する予定

※不認定になる協合は（注 2) のとおり

③ 応募申請吉の提出後、応募を取り下げたい場合には、「応募取下げ申請書」

（別紙様式 2)を退職すべき期日の前日までに応要申請書と同様の方法で提

出する。

6. 退職手当の割増し

退職手当を算定する際に所定の割増し措置がある。

7. 本件に関する相談先（受付担当）

四国総合通伯局総務部総務課 ＇~一
電話：

E-~IAIL: -

一
（注 l)次の (1) から (4) までのいずれかに該当する薇員は応募をすることができ

ない。

(1)非常勤職員

(2)臨時的任用職貝、法律により任期を定めて任用される職貝

(3)退肱すべき期日までに定年に達する馳員

(4)券築開始日において懲｝戊処分（ただし、故窓人は軍過失によらないで管理・監

瞥に係る臓務を怠った楊合における懲戒処分を除く。以下同じ0)を受けている者

又は募集の期間内に懲戒処分を受けた呑

（注2)応蝉者が次の (1) から (4) までのいずれかに該当する場合には、小認定と

なる。

(1) この募集実施要項に遥合しない場合

(2)応券後に、懲戒処分を受けた場合

(3)懲戒処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある楊合

その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する国民の信頼を確保する上で

支障を牛ずると認める場合

(4) 引き続き騒務に従事することが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人亭

管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
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早期退職に係る募集実施要項

令 和 5年 2月 1日

総務大臣

今般、組織の年齢別人員柄成を適正化し、組織の活性化を図ることを目的と

して、次のとおり早期退職希望者の募棠（国家公務員退職手当法（昭和 28年法

律第 182号）第 8条の 2第 1項第 1号）を行う。

1. 募集の対象

総務省内部部局等の殿員、地方支分部局の長及び総務大臣の任命に係る消防

庁の職員のうち、令和 5年 2月 17日現在で「45歳以上」のもの（注 1参照）

※ 総務省内部部局等とは、総務省本省0)人臣官房、各局、政策統括官、 サイバーセ

キュリティ統括官、行政不服審査会事務局、情報公開・個人fが報保護番査会事務局、

肖民競争入礼等監理委只会事務局、電気通信紛争処理委員会事務局、政治資金適止

化委員会事務局及び施設等機関をいう。

2 募集人数

若干名

3. 募集の期間

令和 5年 2月 17日（金）午前 10時から

令和5年4月 14日（金）午後 5時まで

※ 郵送の場合は、碁集の期間内に下記受付担当宛に必着のこと。

4. 退職すべき期間

令和 5年 3月 31日（金）から令和 5年4月 17日（月）まで

※ 認定後、上記期間内から退職すべき期 Hを定め、通知する。

※ 詑定後に生じた令情により退賊すべき期日に退職されると公務の能率的な運営

の確保に菩しい支障を及ぽすことになる塩合には、その旨及びその理由を明示し、

描員本人の書面による同意を得た上で、公務の能率的運営を確保するために必要な

限度で当該期日を変更することがあり得る。
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5. 応募の手続

① 応募をしようとする職員は、「応募申請書」（別紙裸式 1)に必要事項を記

入のl・・、募葉の期聞内に、郵送、手渡し、電子メールにより下記受付担当宛

に提出する。

② 選定後、認定又は不認定の通知書を交付する 2

※応券0)受付後、概ね2週間以内に通知する予定

※小認定になる場合は（注 2) のとおり

③ 応募申諸書の提出後、応募を取り下げたい場合には、「応募取下げ申諸書」

（別紙様式2)を退識すべき期日の前日までに応募中浦藝と同様の方法で提

出するc

6. 退職手当の割増し

退職手当を算定する際に所定の割増し措置があるっ

7. 本件に関する相談先（受付担当）

大臣官房秘書課人亭第一係一課長補佐、一課長補佐、一係長

電話：一

E-MAIL: 

同人 亭第二係一課長補佐、一係長

電話：一

E―仙伍lL: 

同人亭第三係一課長補佐、一係長、一主査、一主査

電話：．．．． -
E-~1.i\IL : 

（注 1) 次の (1) から (4) までのいずれかに該当する械貝は応器をすることができ

ない。

(1)非常勤職員

(2) 臨時的任用職員、法律により任期を定めて任用される職貝

(3)退喋すべき期間の末日までに定年に達する識員

(4) 克集開始日において懲戒処分（ただし、故意又は菫過失によらないで晉理・防

誓に係る職務を怠った堤合における懲戒処分を除くぐ 以下同じC・） を受けている者

又は寡集の期間内に懲戒処分を受けた者

(5)認定を行う時点で選挙に立候補することが明らかな者
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(f+. 2)応募者が次の (1) から (4) までのいずれかに該当する楊合には、不認定と

なる。

(l) この募集実施要項に適合しない場合

(2)応勢後に、懲戒処分を受けた場合

(3) 懲戒処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合

その他恥募者に対し認定を行う ことが公務に対する国民の信紺を確保するI:で

支院を生ずると惣める場合

(4) 引き続き職務に従事することが公務の能率的運澁を確保し、又は長期的な人亭

管鯉を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
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早期退職に係る募集実施要項

令和 5年 2月 3日

消防庁長官

今般、組織の年齢別人員構成を適正化し、組織の活性化を刷るごとを目的と

して、次のとおり早期退職希望者の募集（国家公務員退職手当法（昭和 28年法

律第 182号）第 8条の 2第 1項第 1号）を行う。

,.募集の対象

消防庁に勤務する職員（総務大臣の任命に係る職員を除く）のうち、令和 5

年 2月17日現在で「45歳以上」のもの（注 1参照）

2. 募集人数

若干名

3. 募集の期間

令和 5年 2月 17日（金）午前 10時から

令和 5年 4月 14!::l （金）午後 5時まで

※ 郵送の場合は、募集の期間内に下記受付担当宛に必藩のこと c

4. 退職すべき期日

令和 5年 3月 31日（金）から令和 5年 4月 17日（月）まで

※ 認定後、 1-記期間内から退職すべき期日を定め、通知する。

※ 認定後に生じた事情により退琺すべき期 Hに退職されると公務の能率的な運営

の確保に著しい支〖名を及ぽすことになる場合には、その旨及ぴその理由を明示し、

職貝本人の書面による 1百j忘を得た上で、公務の能率的返営を確保するために必要な

限度で当該期 Eを変更することがあり得る r



匝

5. 応募の手続

① 応募をしようとする識員は、「応募申請書J（別紙様式 1)に必要事項を記

入の上、募集の期問内に、郵送、手渡し、電子メールにより下記受付担当宛

に提出する。

② 選定後、認定又は不認定の通知書を交付する。

※応募の受付後、概ね 2週明以内に通知する予定

※不認定になる楊合は（注2)のとおり

③ 応募申諸書の提出後、応募を取り下げたい場合には、「応募取下げ申請書」

（別紙様式 2)を退職すべき期日の前日までに応募申請告と同様の方法で提

出する，｀

6. 特例措置

退職手当を算定する際に所定の割増し措置がある。

7. 本件に関する相談先（受付担当）

消防庁総務課一理事官、 ．． l総務係長

電話：

E-MAII 

（注 1)次の (1) から (5) までのいずれかに該当する識員は応募をすることができ

ない。

(1) 非常勤職貝

(2) 臨時的任用喋貝、法律1こより任期を定めて任用される職員

(3)募集期間中に定年に達する職員

(4)券集開始Eにおいて懲戒処分（ただし、故窓又は霊過失によらないで管理・監

督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く C 以下同じ。）を受けている者

又は募集の期間内に懲戒処分を受けた者

(5)認定を行う時点で選挙に立候補することが明らかな者

（注2)応券者が次の (1) から (4) までのいずれかに該当する楊合には、不認定と

なるn

(1) この勢集実施要項に適合しない場合

(2)応券後に、懲戒処分を受けた場合

(3)懲戒処分を受けるべき行為をしたこと を疑うに足りる相当な理由がある場合

その他応募者に対し認定を行う ことが公務に対する国民の信頼を確保する上で

支隣を牛ずると認める楊合

(4) 引き続き職務に従亭することが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事

管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合




